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、
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衆
議
院
議
員
木
村
太
郎
君
提
出
安
心
し
て
暮
ら
せ
る
復
興
住
宅
の
確
保
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

お
尋
ね
に
つ
い
て
は
、
独
立
行
政
法
人
住
宅
金
融
支
援
機
構
に
よ
る
災
害
復
興
住
宅
融
資
の
実
施
、
地
方
公
共
団
体
が
行

う
低
廉
な
家
賃
で
賃
貸
す
る
公
営
住
宅
の
供
給
の
支
援
等
を
通
じ
て
、
東
日
本
大
震
災
に
よ
り
住
宅
を
失
っ
た
被
災
者
が
恒

久
的
な
住
宅
を
確
保
で
き
る
よ
う
取
り
組
ん
で
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
平
成
二
十
三
年
度
第
一
次
補
正
予
算
に
お
い
て
、
当

面
必
要
な
予
算
を
確
保
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

な
お
、
応
急
仮
設
住
宅
に
つ
い
て
は
、
地
方
公
共
団
体
が
建
設
を
必
要
と
し
て
い
る
戸
数
で
あ
る
約
五
万
三
千
戸
の
う
ち
、

平
成
二
十
三
年
八
月
一
日
時
点
で
約
四
万
四
千
戸
が
完
成
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
ま
た
、
応
急
仮
設
住
宅
の
存
続
期
間

に
つ
い
て
は
、
東
日
本
大
震
災
に
つ
い
て
の
特
定
非
常
災
害
及
び
こ
れ
に
対
し
適
用
す
べ
き
措
置
の
指
定
に
関
す
る
政
令
（

平
成
二
十
三
年
政
令
第
十
九
号
）
に
よ
り
、
建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
に
よ
る
応
急
仮
設
住
宅
の

存
続
期
間
の
延
長
に
関
す
る
特
例
措
置
を
適
用
で
き
る
こ
と
と
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

二
か
ら
五
ま
で
に
つ
い
て

お
尋
ね
に
つ
い
て
は
、
平
成
二
十
三
年
度
第
一
次
補
正
予
算
に
お
い
て
、
地
方
公
共
団
体
が
行
う
被
災
者
に
賃
貸
す
る
公

一



じ
ん

営
住
宅
の
整
備
に
要
す
る
費
用
に
対
す
る
助
成
に
必
要
な
経
費
を
計
上
し
て
お
り
、
特
に
、
激
甚
災
害
に
対
処
す
る
た
め
の

特
別
の
財
政
援
助
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
七
年
法
律
第
百
五
十
号
）
第
二
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
国
の
補
助

の
対
象
と
な
る
公
営
住
宅
に
つ
い
て
、
そ
の
用
地
の
取
得
及
び
造
成
に
要
す
る
費
用
の
一
部
を
新
た
に
補
助
す
る
こ
と
と
し

た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
ま
た
、
地
方
公
共
団
体
が
管
理
す
る
公
営
住
宅
に
つ
い
て
、
家
賃
低
廉
化
事
業
を
実
施
す
る
場
合
、
国

が
そ
の
事
業
費
の
一
部
を
補
助
す
る
こ
と
に
よ
り
、
当
該
地
方
公
共
団
体
の
負
担
の
軽
減
を
図
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
同
補
正
予
算
に
お
い
て
、
地
域
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
再
生
や
高
齢
者
へ
の
支
援
等
の
観
点
か
ら
、
地
方
公
共
団

体
等
が
公
営
住
宅
等
に
集
会
所
等
の
共
同
施
設
及
び
高
齢
者
生
活
支
援
施
設
等
を
併
設
す
る
際
の
そ
の
整
備
に
要
す
る
費
用

の
助
成
等
に
必
要
な
予
算
を
確
保
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

政
府
と
し
て
は
、
今
後
と
も
、
被
災
者
の
需
要
に
応
じ
、
被
災
者
が
恒
久
的
な
住
宅
を
確
保
で
き
る
よ
う
、
地
方
公
共
団

体
が
行
う
様
々
な
取
組
を
支
援
し
て
ま
い
り
た
い
。

二


